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□問　復興政策課（内線4218）

　プラスチックは、非常に便利な素材です。製品の軽量化や食品ロスの削減など、あらゆる
分野で私たちの生活に貢献しています。一方で、廃棄物・資源制約、海洋プラスチックごみ、
地球温暖化などの課題もあります。
　このような状況を踏まえ、全国でプラスチック製買物袋、いわゆるレジ袋の有料化がス
タートします。これは、普段何気なくもらっているレジ袋を有料化することで、それが本当
に必要かを考え、私たちのライフスタイルを見つめ直すことを目的としています。
　レジ袋有料化をきっかけに、エコバッグを持ち歩くなど、できるところからプラスチック
を賢く使う工夫をしてみましょう。
□問　廃棄物対策課（内線3373）、環境課（内線3368）

災害復旧費寄付金の状況
 ・ 市の復興のために、国内外より寄付金をいただいています。
 ・ 令和元年度までに、総額14億円以上の寄付金があり、復興に必要な事業に役立てられています。　
 ・ 令和元年度までの寄付金の総額　　3,034件　1,423,597,445円

＜令和元年度活用事例＞

半島地域の拠点となる観光物産交流
施設に備品を購入しました。

移転新築した北上小学校の備品を購
入し、交流広場を整備しました。

新設された幼保連携型認定北上こど
も園に保育用備品を購入しました。

観　　光 教　　育 保　　育

レジ袋削減にご協力下さい

　

子
ど
も
た
ち
を
見
守
る「
地

域
で
の
声
が
け
運
動
」な
ど
、町

内
会
や
行
政
区
、自
治
会
の
皆

さ
ま
の
ご
協
力
を
頂
き
な
が
ら

運
動
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
「
社
会
を
明
る
く
す
る
運
動
」

は
、犯
罪
や
非
行
の
防
止
、罪
を

犯
し
た
人
の
更
生
の
た
め
、保

護
司
会・
更
生
保
護
女
性
会
を

中
心
と
し
て
活
動
す
る
全
国
的

な
運
動
で
す
。

□問 　
福
祉
総
務
課

　
（
内
線
２
４
５
８
）

今
月
は
児
童
扶
養
手
当

の
支
給
月
で
す

　

５
月・
６
月
分
の
児
童
扶
養

手
当
を
７
月
10
日（
金
）に
振
り

込
み
ま
す
。

□問  　
子
育
て
支
援
課

　
（
内
線
２
５
１
２
）

　
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

介
護
保
険
負
担
割
合
証

を
送
付
し
ま
す

　
要
介
護・要
支
援・事
業
対
象

者
認
定
を
受
け
て
い
る
被
保
険

者
に
、７
月
下
旬
ま
で
に
各
自

の
負
担
割
合
を
記
載
し
た「
介

護
保
険
負
担
割
合
証
」を
送
付

し
ま
す
。

□問  　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
４
２
）

　
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

介
護
保
険
負
担
限
度
額

認
定
証
更
新
は
８
月
か
ら

　

現
在
使
用
中
の「
介
護
保
険

負
担
限
度
額
認
定
証（
紫
色
）」

の
有
効
期
限
は
７
月
31
日（
金
）

で
、更
新
受
け
付
け
は
８
月
３

日（
月
）か
ら
行
う
予
定
で
す
。

　

７
月
中
旬
に
、申
請
書
な
ど

を
送
付
し
ま
す
の
で
、手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
予
防
の
た
め
、郵
送

で
の
申
請
も
受
け
付
け
ま
す
。

□申・□問　
〒
９
８
６－

８
５
０
１

　
（
住
所
不
要
）　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
４
２
）

　
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
申
請
は
お
早
め
に
！

　
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
経

済
的
に
困
難
な
場
合
に
、保
険

料
の
全
額
ま
た
は
一
部
の
納
付

が
免
除
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま

す
。

　
ま
た
、令
和
２
年
５
月
よ
り
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
に
よ
り
収
入
が
大
き
く
減

少
し
た
場
合
も
保
険
料
の
全
額

ま
た
は一部
免
除
の
対
象
と
さ
れ

ま
し
た
。希
望
の
方
は
、所
得
の

申
告
を
済
ま
せ
、早
め
に
申
請

手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※
免
除
や
猶
予
の
期
間
分
は
、

将
来
受
け
取
る
年
金
額
が
減

額
さ
れ
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

申
請
に
必
要
な
も
の

　
年
金
手
帳
等
基
礎
年
金
番
号

の
分
か
る
も
の
、印
鑑
、雇
用
保

険
受
給
資
格
者
証
な
ど

□申・□問　
石
巻
年
金
事
務
所

☎
２
２－

５
１
１
５

市
保
険
年
金
課

（
内
線
２
３
５
３
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
各
支
所

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者

証（
保
険
証
）を
更
新
し
ま
す

保
険
証
を
７
月
中
旬
に
送
付
し

ま
す

　
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
新

し
い
保
険
証
を
送
付
し
ま
す
。

保
険
証
の
色
が
オ
レ
ン
ジ
色
か

ら
緑
色
に
変
わ
り
ま
す

　
８
月
１
日（
土
）以
降
に
医
療

機
関
な
ど
に
か
か
る
と
き
は
、

緑
色
の
保
険
証
を
忘
れ
ず
に
提

示
し
て
く
だ
さ
い
。

保
険
証
返
還
の
お
願
い

　
有
効
期
限
が
７
月
31
日（
金
）

と
な
っ
て
い
る
オ
レ
ン
ジ
色
の

保
険
証
は
、８
月
１
日（
土
）以

降
に
保
険
年
金
課・
各
総
合
支

所
市
民
生
活
課・
各
支
所
ま
で

返
還
し
て
く
だ
さ
い
。　

限
度
額
適
用
認
定
証
を
送
付
し

ま
す

　
７
月
31
日（
金
）が
有
効
期
限

の
認
定
証
を
お
持
ち
の
方
で
、

８
月
１
日（
土
）以
降
も
認
定
要

件
を
満
た
し
て
い
る
方
に
は
、

保
険
証
と
一
緒
に
新
し
い
限
度

額
適
用
認
定
証
を
送
付
し
ま

す
。８
月
以
降
の
入
院
な
ど
の

際
に
、保
険
証
と
一
緒
に
医
療

機
関
の
窓
口
へ
提
示
し
て
く
だ

さ
い
。

□問　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
４
３
）

「
高
齢
受
給
者
証
」を

送
付
し
ま
す

　

国
保
に
加
入
し
て
い
る
方

は
、70
歳
に
な
っ
た
翌
月
か
ら

（
誕
生
日
が
１
日
の
人
は
そ
の

月
か
ら
）「
高
齢
受
給
者
証
」が

交
付
さ
れ
、保
険
証
と
一
緒
に

医
療
機
関
の
窓
口
に
提
示
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
前
年
の
所
得
に
応
じ
て
負
担

割
合
を
算
定
し
た
新
し
い
高
齢

受
給
者
証
を
７
月
中
旬
以
降
に

送
付
し
ま
す
。

　
住
民
票
を
移
さ
ず
に
引
っ
越

し
を
し
た
方
は
郵
便
局
へ
の
転

送
手
続
き（
１
年
ご
と
に
必
要
）

を
お
願
い
し
ま
す
。

□問　
保
険
年
金
課

　
（
内
線
２
３
４
７
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
各
支
所

敬
老
会
の
開
催
中
止
に

つ
い
て

　
77
歳
以
上
の
方
を
対
象
に
毎

年
９
月
に
開
催
し
て
い
ま
し
た

が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
拡
大
防
止
の
た
め
、参
加
者

の
皆
さ
ま
の
健
康
と
安
全
を
最

優
先
で
考
慮
し
、開
催
を
中
止

し
ま
す
。

　
な
お
、対
象
者
の
方（
昭
和
18

年
12
月
31
日
以
前
に
生
ま
れ
た

方
）に
は
、９
月
中
旬
に
さ
さ
や
か

な
お
祝
い
の
品
を
送
付
し
ま
す
。

□問　
福
祉
総
務
課

　
（
内
線
２
４
６
２
）

　
各
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

環
境
・
エ
コ

環
境
・
エ
コ

離
島
地
区
使
用
済

自
動
車
処
理
助
成
金

　
網
地
島
地
区
お
よ
び
田
代
島

地
区
内
に
自
動
車
を
所
有
し
て

い
る
方
が
、車
を
廃
車
処
分
す

る
た
め
に
定
期
船
を
利
用
し

て
、本
土
へ
車
を
航
送
す
る
際

に
必
要
と
な
る
航
送
費
用
の
一

部
を
助
成
し
ま
す
。

※
中
古
車
と
し
て
下
取
り
に
出

す
場
合
は
対
象
と
な
り
ま
せ

ん
。

助
成
割
合

　
自
動
車
航
送
運
賃
の
８
割
以

内申
込
方
法

　
使
用
済
み
自
動
車
を
航
送
し

引
き
取
り
業
者
へ
引
き
渡
し
た

後
に
、航
送
し
た
月
の
月
末
ま

で
に
必
要
書
類
を
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。

※
必
要
書
類
は
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

□申・□問　
廃
棄
物
対
策
課

　
（
内
線
３
３
７
６
）

　
牡
鹿
総
合
支
所
市
民
生
活
課

　
☎
４
５－

２
１
１
２

ご
み
出
し
ル
ー
ル
を

み
ん
な
で
守
ろ
う

　

ガ
ス
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
、ス
プ

レ
ー
缶
を
空
き
缶
と
し
て
出
し

た
り
、使
い
捨
て
ラ
イ
タ
ー
を

燃
や
せ
る
ご
み
や
燃
や
せ
な
い

ご
み
の
中
に
入
れ
て
集
積
所
に

出
し
た
り
す
る
と
、収
集
車
の

中
で
破
裂・発
火
し
、車
両
火
災

な
ど
の
重
大
事
故
が
発
生
す
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　

ガ
ス
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
、ス
プ
レ

ー
缶
、使
い
捨
て
ラ
イ
タ
ー
を
集

積
所
へ
出
す
際
は
、分
別
を
徹
底

し
、必
ず
中
身
を
使
い
切
っ
て
か

ら
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
ガ
ス
カ
ー
ト
リ
ッ
ジ
や
ス
プ

レ
ー
缶
は
、指
定
日
に
黄
色
の

コ
ン
テ
ナ
ボ
ッ
ク
ス
へ
入
れ
て

く
だ
さ
い
。

　

使
い
捨
て
ラ
イ
タ
ー
は
、有

害
ご
み
の
日
に
個
別
に
指
定
袋

に
入
れ
て
出
し
て
下
さ
い
。

　
適
正
な
処
理
方
法
で
の
処
分

を
お
願
い
し
ま
す
。

□問　
廃
棄
物
対
策
課

　
（
内
線
３
３
７
６
）

生
ご
み
の
水
切
り
を

し
ま
し
ょ
う
！

　
生
ご
み
の
約
70
％
は
水
分
で

す
。家
庭
か
ら
生
ご
み
を
捨
て

る
際
、「
ぎ
ゅ
っ
ぎ
ゅ
っ
」と
絞

っ
て
大
さ
じ
３
杯
分（
45
㏄
）の

水
切
り
が
で
き
れ
ば
、市
全
体

で
年
間
約
１
、０
０
０
㌧
の
ご

み
減
量
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

水
切
り
は
嫌
な
臭
い
の
軽

減
、ご
み
出
し
が
楽
に
な
る
、ご

み
処
理
経
費
節
約
な
ど
の
効
果

も
あ
り
ま
す
の
で
毎
日
の
習
慣

に
し
ま
し
ょ
う
。

□問　
廃
棄
物
対
策
課

　
（
内
線
３
３
７
３
）

猫
の
屋
外
飼
い
を

さ
れ
て
い
る
み
な
さ
ん
へ

　

猫
は
１
年
に
２・
３
回
出
産

し
、１
度
に
５
匹
前
後
を
産
み

ま
す
。 

飼
い
主
は
増
え
た
猫

の
分
ま
で
、周
囲
の
迷
惑
に
な

ら
な
い
よ
う
面
倒
を
み
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。責
任
を
持
っ

て
最
後
ま
で
飼
育
す
る
こ
と
が

難
し
い
場
合
は
、不
妊・去
勢
手

術
を
し
ま
し
ょ
う
。

 

・ 

屋
外
飼
い
は
、ノ
ミ
や
ダ
ニ

な
ど
を
持
ち
帰
っ
て
く
る
場

合
も
あ
り
、衛
生
的
と
は
い

え
ま
せ
ん
。猫
に
と
っ
て
も

感
染
症
や
そ
の
他
の
病
気
、

除
草
剤
な
ど
の
毒
害
、交
通

事
故
な
ど
の
危
険
を
は
ら

み
、平
均
寿
命
は
室
内
飼
い

の
約
半
分
と
短
く
な
り
ま

す
。屋
外
飼
い
の
リ
ス
ク
を

考
え
、責
任
と
愛
情
を
持
っ

て
大
切
に
飼
い
ま
し
ょ
う
。

 

・ 

野
良
猫
に
餌
を
与
え
る
こ
と

は
、猫
に
居
心
地
の
良
い
場

所
で
あ
る
と
い
う
印
象
を

与
え
、野
良
猫
の
増
加
と
フ

ン
公
害
に
つ
な
が
り
ま
す
。

野
良
猫
に
餌
を
与
え
る
の
で

あ
れ
ば
、自
分
の
猫
と
し
て

責
任
を
も
っ
て
飼
い
ま
し
ょ

う
。

□問　
環
境
課（
内
線
３
３
６
４
）

　
各
総
合
支
所
市
民
生
活
課

第
15
回
統
計
グ
ラ
フ

コ
ン
ク
ー
ル
作
品
募
集

　
統
計
は
身
近
な
出
来
事
や
社

会
の
動
き
、自
然
現
象
な
ど
を

数
字
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

　
皆
さ
ん
も
身
近
な
出
来
事
を

数
字
に
ま
と
め
、グ
ラ
フ
で
描

い
て
み
ま
せ
ん
か
。

募
集
部
門

 

・ 

第
一
部　
小
学
１・２
年
生

 

・ 

第
二
部　
小
学
３・４
年
生

 

・ 

第
三
部　
小
学
５・６
年
生

 

・ 

第
四
部　
中
学
生

 

・ 

第
五
部　
高
等
学
校
以
上
の

生
徒・学
生
お
よ
び
一
般

 

・ 

パ
ソ
コ
ン
統
計
グ
ラ
フ
の
部

　
　
　
　
　
小
学
生
以
上

申
込
方
法　
窓
口
へ
直
接
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
８
月
25
日（
火
）

□申・□問 　
総
務
課

　
（
内
線
４
０
３
８
）

７
月
は「
社
会
を
明
る
く
す

る
運
動
」強
化
月
間
で
す
！

子
ど
も
・
教
育

子
ど
も
・
教
育

福 

　祉

福 

　祉

募
集
・
案
内

募
集
・
案
内
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石巻霊園返還墓所の使用許可申請を受け付けます

区画面積 区画数 使用料
４㎡ ９区画 94,600円
６㎡ 16区画 178,200円
９㎡ ５区画 333,300円
12㎡ ９区画 534,600円

　返還墓所とは、一度使用許可を受けて使用された墓所で、他の墓地へ
の改葬などにより、市へ返還された墓所のことをいいます。
受付期間
　７月13日（月）～令和３年３月31日　午前９時～午後４時
　※申請書受け付け順に墓所を選定してもらいます。
　※全ての区画が決まれば、受け付けは終了します。
受付場所
　環境課
※総合支所および支所での申請書の配布・受け付けは行いません。
　※郵送による申請書の配布 ・ 受け付けは行いません。
対象
 ・ 申請時点で市内に３カ月以上住所を有する方で、墓所の祭し者
 ・ 焼骨を有する方
※死体（胎）埋・火葬許可証または焼骨の埋・収蔵事実の確認書が必要
です。ただし、東日本大震災で遺体が発見されずに死亡認定を受け
られたご遺族は申し込みができます。

墓所使用料

※墓碑の制限については、申請書配布時に説明します。
※石巻霊園における返還墓地のみの供給であり、石巻第二霊園一般墓
所および個別集合墓所の申し込みはできません。
□申 ・□問　環境課（内線3365）

　サン・ファン館で所蔵しているさまざまな国の帆船模型をお披露目します。精密に作られ
た模型の美しさ、国や時代ごとの特徴などをお楽しみください。
と　　き　８月31日（月）まで
と  こ  ろ　企画展示室・ロビー
料　　金　入館料：350円　※高校生以下無料
※状況により変更となる場合があります。

　海の日を記念してサン・ファン館を終日無料開館します。
と　　き　７月23日（木・祝）

■問 　サン・ファン館企画広報課
☎24-2210（火曜日休館）

海の日は入館無料です！

令和２年度サン・ファン館企画展
帆船模型から見る世界の船　～ Around the World ～

□問 　石ノ森萬画館　☎96-5055

と　　き　7月23日（木・祝）・24日（金・祝）
　石ノ森萬画館は2001年7月23日に開館し、今年で19周年です。当日は有
料観覧者へのプレゼントをはじめ、新商品発売や限定メニューも販売！そ
の他、新型コロナウイルスの影響で萬画館に来館したいと思っていても来
ることができない方にもホームページからお楽しみいただけるような企画
も開催します。

石ノ森萬画館  19th Anniversary

と
き　
８
月
８
日（
土
）

　
午
前
９
時
30
分
～
正
午

集
合
場
所　
市
役
所
西
側（
市

立
病
院
側
）

※
バ
ス
で
調
査
地
点
ま
で
移
動

し
ま
す
。

対
象　
小・中
学
生
の
方

※
小
学
２
年
生
ま
で
は
保
護
者

同
伴

定
員　
20
人〔
先
着
〕

申
込
期
限　
７
月
31
日（
金
）

申
込
方
法　
必
要
事
項（
受
講

希
望
の
旨
、住
所
、氏
名・
ふ

り
が
な
、年
齢
、性
別
、職
業・

学
校
名
、電
話
番
号
）を
記
入

の
上
、は
が
き
、Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た

は
Ｅ
メ
ー
ル
で
申
し
込
み
く

だ
さ
い
。

□申・□問  　
〒
９
８
６－

８
５
０
１

（
住
所
不
要
）

　
環
境
課（
内
線
３
３
６
８
）

　
Ｆ
Ａ
Ｘ 

２
２－

６
１
２
０

 isenv@
city.ishinom

aki.
lg.jp

環
境
フ
ェ
ア
２
０
２
０

参
加
団
体
募
集

と
き　
11
月
ご
ろ

　
午
前
９
時
30
分
～
午
後
３
時

対
象

 

・ 

環
境
問
題
へ
の
関
心
を
高

め
、環
境
保
全
行
動
の
実
践

に
つ
な
が
る
も
の

 

・ 

企
画
自
体
が
環
境
に
配
慮
し

た
も
の

定
員　
２
団
体
程
度

料
金　
無
料

※
利
益
が
生
じ
る
も
の
は
、売

り
上
げ
の
10
％
を
地
球
環
境

基
金
へ
寄
付
し
て
い
た
だ
き

ま
す
。

申
込
方
法　
団
体
名
、代
表
者

の
住
所・
氏
名・
電
話
番
号
、

イ
ベ
ン
ト
の
内
容
を
記
入
の

上
、Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
Ｅ
メ
ー

ル
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
期
限　
７
月
22
日（
水
）

□申・□問　
環
境
課

　
（
内
線
３
３
６
９
）

　
Ｆ
Ａ
Ｘ　
２
２－

６
１
２
０

  isenv@
city.ishinom

aki.
lg.jp

石
巻
市
美
術
展
の

開
催
中
止
に
つ
い
て

　
10
月
４
日（
日
）か
ら
河
北
総

合
セ
ン
タ
ー
「
ビ
ッ
グ
バ
ン
」

で
開
催
を
予
定
し
て
い
ま
し
た

が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
終
息
見
通
し
が
つ
か
な

い
た
め
、出
品
者
お
よ
び
観
覧

者
の
健
康・
安
全
を
第
一
に
考

慮
し
、開
催
を
中
止
し
ま
す
。

　

毎
年
、作
品
の
出
展
ま
た
は

鑑
賞
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
皆

さ
ま
に
は
大
変
申
し
訳
あ
り
ま

せ
ん
が
、ご
理
解
い
た
だ
き
ま

す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

□問　
生
涯
学
習
課

　
（
内
線
５
０
５
６
）

　
河
北
総
合
セ
ン
タ
ー

　
☎
６
２－

１
１
２
０

自
衛
官
採
用
試
験

〈
自
衛
官
候
補
生
〉

 

・ 

応
募
資
格　
18
歳
以
上
33
歳

未
満
の
方

※
随
時
受
け
付
け

〈
一
般
曹
候
補
生
〉

 

・ 

応
募
資
格　
18
歳
以
上
33
歳

未
満
の
方

 

・ 

受
付
期
間　
７
月
１
日（
水
）

～
９
月
10
日（
木
）

〈
航
空
学
生
〉

 

・ 

応
募
資
格

海　
18
歳
以
上
23
歳
未
満
で
高

卒（
見
込
み
含
む
）ま
た
は
高

専
３
年
次
修
了（
見
込
み
含

む
）の
方

空　
18
歳
以
上
21
歳
未
満
で
高

卒（
見
込
み
含
む
）ま
た
は
高

専
３
年
次
修
了（
見
込
み
含

む
）の
方

 

・ 

受
付
期
間　
７
月
１
日（
水
）

～
９
月
10
日（
木
）

〈
防
衛
大
学
校
学
生（
一
般
）〉

 

・ 

応
募
資
格　
18
歳
以
上
21
歳

未
満
で
高
卒（
見
込
み
含
む
）

ま
た
は
高
専
３
年
次
修
了

（
見
込
み
含
む
）の
方

 

・ 

受
付
期
間　
７
月
１
日（
水
）

～
10
月
22
日（
木
）

〈
防
衛
医
科
大
学
校
学
生（
医

科・看
護
科
）〉

 

・ 

応
募
資
格　
18
歳
以
上
21
歳

未
満
で
高
卒（
見
込
み
含
む
）

ま
た
は
高
専
３
年
次
修
了

（
見
込
み
含
む
）の
方

 

・ 

受
付
期
間　

医
科：
７
月
１

日（
水
）～
10
月
７
日（
水
）

　

看
護
科：
７
月
１
日（
水
）～

10
月
１
日（
木
）

□申・
□問　

自
衛
隊
宮
城
地
方
協

力
本
部
石
巻
地
域
事
務
所

　
☎
８
３－

６
７
８
９

講
座
・
講
習

講
座
・
講
習

い
き
い
き
１
０
０
歳
体
操
サ
ポ
ー
タ
ー

フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
講
座
参
加
者
募
集

　
サ
ロ
ン
活
動
の
継
続
と
介
護

予
防
の
た
め
の
体
力
強
化
に
最

適
な
、い
き
い
き
１
０
０
歳
体

操
に
つ
い
て
の
知
識・
技
術
の

強
化
を
行
い
ま
す
。

と
き　
７
月
～
８
月
の
３
回
コ

ー
ス

※
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

と
こ
ろ　
さ
さ
え
あ
い
セ
ン
タ

ー
（
愛
称：ほ
っ
と
ぉ
～
る
）

　
３
階
市
民
活
動
室

※
駐
車
場
が
少
な
い
た
め
、市

役
所
立
体
駐
車
場
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

対
象　
い
き
い
き
１
０
０
歳
体

操
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
修

了
者

定
員　
15
人

申
込
期
限　
７
月
17
日（
金
）

※
要
電
話
予
約

□申・□問　
介
護
保
険
課

　
（
内
線
２
４
３
７
）

相
　 談

相
　 談

経
営
と
創
業
に
関
す
る

無
料
相
談
会
の
お
知
ら
せ

①
無
料
経
営
相
談
会

　
会
社
経
営
者
や
個
人
事
業
者

の
経
営
課
題
の
解
決
の
た
め
、

専
門
家
に
よ
る
無
料
相
談
会
を

開
催
し
ま
す
。

②
創
業
起
業
個
別
相
談
会

　
「
事
業
計
画
の
作
成
」・「
資

金
調
達
方
法
」な
ど
、創
業
に
関

す
る
無
料
相
談
会
を
開
催
し
ま

す
。

と
き

①
７
月
７
日（
火
）・22
日（
水
）・

８
月
５
日（
水
）・20
日（
木
）

②
７
月
30
日（
木
）

ど
ち
ら
も
午
前
10
時
～
正

午
、午
後
１
時
～
３
時

と
こ
ろ　
石
巻
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス

館（
開
成
１－

35
）

対
象　
会
社
経
営
者
や
個
人
事

業
者
ま
た
は
創
業
を
計
画
し

て
い
る
方

定
員　
ど
ち
ら
も
各
回
１
組

申
込
方
法　
電
話
、Ｆ
Ａ
Ｘ
ま

た
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（「
石
巻

産
業
創
造
」で
検
索
）か
ら
申

し
込
み
く
だ
さ
い
。

□申・□問　
「
Ｉ－

Ｂ
ｉ
ｚ
」Ｉ
Ｓ
Ｓ

ビ
ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ

ー（
石
巻
産
業
創
造（
株
）内
）

　
☎
９
８－

８
７
８
２

　
Ｆ
Ａ
Ｘ 

９
３－

９
３
９
７

□問　
市
産
業
推
進
課

　
（
内
線
３
５
４
５
）

税
務
職
員
を
装
っ
た
不
審
な
電
話
や

振
り
込
め
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ
さ
い

被
害
に
遭
わ
な
い
た
め
の
注
意

事
項

　
国
税
局
や
税
務
職
員
が
年
金

や
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
制
度
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
と
称
し
て

電
話
を
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。ま
た
、国
税
庁（
国
税
局・税

務
署
を
含
む
）で
は
、還
付
金
の

お
知
ら
せ
や
受
取
口
座
情
報
な

ど
を
確
認
す
る
メ
ー
ル
を
送
信

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
税
務
職
員
が
電
話
で
問
い
合

わ
せ
る
場
合
は
、提
出
い
た
だ

い
た
申
告
書
な
ど
を
基
に
、そ

の
内
容
を
ご
本
人
に
確
認
す
る

こ
と
を
原
則
と
し
て
い
ま
す
。

税
務
職
員
を
名
乗
る
者
か
ら
電

話
な
ど
が
あ
り
、そ
の
内
容
に

つ
い
て
不
審
に
思
っ
た
場
合

は
、即
答
を
避
け
、相
手
の
所
属

部
署
、氏
名
、電
話
番
号
を
確
認

し
た
上
で
一
度
電
話
を
切
り
、

最
寄
り
の
税
務
署
の
総
務
課
ま

で
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
調
査
担
当
の
職
員
が
税
務
調

査
を
行
う
場
合
は
、質
問
検
査

章
と
身
分
証
明
書（
顔
写
真
貼

付
）、徴
収
担
当
の
職
員
が
滞
納

整
理
を
行
う
場
合
は
、徴
収
職

員
証
票
と
身
分
証
明
書（
顔
写

真
貼
付
）を
必
ず
携
帯
し
て
い

ま
す
。

□問 　
石
巻
税
務
署

　
☎
２
２－

４
１
５
１（
代
表
）

「
川
の
生
き
物
調
査
隊
」

参
加
者
募
集
！
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せ
い
か
つ・
け
ん
こ
う・
し

ご
と・こ
ま
り
ご
と
相
談
会

　
仕
事
や
生
活
な
ど
に
お
困
り

の
方
に
対
し
て
出
張
相
談
会
を

実
施
し
ま
す
。一
人
一
人
の
状

況
に
応
じ
て
、専
門
の
支
援
員

が
専
門
機
関
と
連
携
し
て
解
決

に
向
け
た
支
援
を
行
い
ま
す
。

と
き　
７
月
29
日（
水
）

　
午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ　
蛇
田
公
民
館

□問　
保
護
課（
内
線
２
５
０
５
）

生
活
不
安
の
悩
み

　
生
活
に
お
困
り
の
方
の
相
談

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
生
活
に
不
安
を
抱
え
て
い
る

方
や
仕
事
に
就
く
自
信
の
な
い

方
、あ
る
い
は
病
気
や
身
体
の

障
害
な
ど
、何
ら
か
の
事
情
に

よ
り
生
活
に
困
窮
し
た
場
合
に

は
、一
人
で
悩
ま
ず
に
窓
口
ま

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、相
談
の
秘
密
は
固
く

守
ら
れ
ま
す
。

□問　
保
護
課（
内
線
２
５
０
３
）

法
テ
ラ
ス
東
松
島

『
弁
護
士
に
よ
る
無
料
相
談
』

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
対
策
と
し
て
現
在
、電
話
に

よ
る
相
談
対
応
も
行
っ
て
い
ま

す
。

と
き　

火･

水･

金
曜
日（
祝
日

を
除
く
）

　
午
前
10
時
～
午
後
４
時

※
要
予
約

※
無
料
法
律
相
談
に
は
要
件
確

認
が
あ
り
ま
す
。

□申・□問　
法
テ
ラ
ス
東
松
島

☎
０
５
０－

３
３
８
３－

０
０
０
９

受
付　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

（
土
日・祝
日
を
除
く
）

□問　
市
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー

　
（
内
線
２
５
３
４
）

市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
か
ら

「
お
試
し
」の
つ
も
り
が「
定
期

購
入
」に
！

　

ネ
ッ
ト
通
販
で
初
回
だ
け

「
お
試
し
」の
つ
も
り
が「
定
期

購
入
」だ
っ
た
と
い
う
相
談
が

多
数
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
初
回
が
安
価
で
あ
っ
て
も
数

カ
月
の
定
期
購
入
が
条
件
に
な

っ
て
い
て
解
約
を
申
し
出
て
も

定
期
購
入
分
の
支
払
い
総
額
が

高
額
に
な
る
ケ
ー
ス
や
、事
業

者
と
電
話
が
つ
な
が
ら
ず
解
約

が
で
き
な
い
と
い
う
ト
ラ
ブ
ル

も
多
く
見
ら
れ
ま
す
。

　
「
初
回
」「
お
試
し
」「
キ
ャ
ン

ペ
ー
ン
」な
ど
と
表
示
さ
れ
て

い
て
も
、注
文
を
確
定
す
る
前

に
内
容
を
も
う
一
度
確
認
す
る

こ
と
が
大
切
で
す
。

「
特
別
定
額
給
付
金（
10
万
円
）」

の
給
付
を
装
っ
た
メ
ー
ル
や
電

話
に
よ
る
詐
欺
に
ご
注
意
く
だ

さ
い

　

市
や
警
察
な
ど
が
、次
の
こ

と
を
求
め
る
こ
と
は
絶
対
に
あ

り
ま
せ
ん
の
で
、ご
注
意
く
だ

さ
い
。

 

・ 

現
金
自
動
預
払
機（
Ａ
Ｔ
Ｍ
）

の
操
作
を
お
願
い
す
る
こ
と

 

・ 

受
給
に
あ
た
り
、手
数
料
の

振
り
込
み
を
求
め
る
こ
と

 

・ 

メ
ー
ル
を
送
り
、Ｕ
Ｒ
Ｌ
を

ク
リ
ッ
ク
し
て
申
請
手
続
き

を
求
め
る
こ
と

□問　
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー

　
☎
２
３－

５
０
４
０

７月の相談あんない
　行　　政　
●行政書士相談　※要予約
　20日（月）　午前10時～午後３時　　市役所　２階相談室Ａ・Ｂ
　※持続化給付金の相談も受け付けます。
　□申 ・□問  　宮城県行政書士会石巻支部　☎95-3820
●行政相談
　８日（水）　午後１時～４時 　　　　　  市役所　２階相談室B
　８日（水）　午後１時30分～３時30分 　河南総合支所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　    第２庁舎１階会議室
　□問　東北管区行政評価局　☎022-262-7839

　法　　律　
●司法書士による無料法律相談会　※予約優先
　（石巻司法書士相談センター  鋳銭場5-9  いせんばプラザ102号）
　毎週水 ・ 金 ・ 土曜日（祝日を除く）　午後１時30分～４時30分
　※司法書士が無料で相続登記・法律相談に応じます。
　□申 ・□問　石巻司法書士相談センター　☎96-3611
　　　　　午前９時～午後５時（土日 ・ 祝日を除く）
●弁護士による無料法律相談
　（市役所　２階市民相談センター相談室）
　14日（火）　庄司 ・ 松浦法律事務所　松浦弁護士
　28日（火）　齋藤智法律事務所　　　齋藤弁護士
　午前10時30分～午後４時
　※定員１日９人〔先着〕
　※要予約　予約受付開始　１日（水）　午前９時
　□申 ・□問　市民相談センター（内線2532 ・ 2534）
●仙台弁護士会法律相談　※要予約
　（石巻法律相談センター　穀町12-18　石巻駅前ビル４階）
　月～金曜日（祝日を除く）　午後１時30分～４時30分
　日曜日（祝日を除く）　　　午前10時30分～午後４時30分
※震災時、被災３県に在住の方は刑事事件 ・ 法人を除き全て無料
です。　

　□申 ・□問　仙台弁護士会法律相談センター　☎022-223-2383
　　　　　午前10時～午後５時〔先着〕　※土日 ・ 祝日を除く

※当日の相談予約 ・ キャンセルは直接、石巻法律相談セン
ターへ

　　　　　午前10時～午後３時　☎23-5451

　交通事故　
●県交通事故相談（県石巻合同庁舎　１階県民サービスセンター）
　午前８時30分～午後４時45分（土日 ・ 祝日を除く）
　☎95-1411
●交通事故に伴う自動車保険請求相談
　（そんぽADRセンター東北）
　午前９時15分～午後５時（土日 ・ 祝日を除く）
　☎0570-022808

　子  ど  も　
●18歳未満の子どもに関する相談
　県東部児童相談所（県石巻合同庁舎）
　午前８時30分～午後５時15分（土日 ・ 祝日を除く）
　☎95-1121
●子育てに関する相談　子育て支援課
　午前８時30分～午後５時（土日・祝日を除く）　☎24-6848

　暮  ら  し　
●年金受給に関する相談
　（石巻年金事務所　☎22-5115）　※要予約
 ・ 毎週月曜日（休日のときは翌日）は相談時間を午後７時まで
延長します。（受付時間  午後６時まで）

 ・ 休日年金相談  11日（土）  午前９時30分～午後4時
　（受付時間　午後3時まで）

●県消費生活相談
　（県石巻合同庁舎　１階県民サービスセンター）
　午前９時～午後４時（土日 ・ 祝日を除く）　☎93-5700
●市民生活相談（市役所　２階市民相談センター）
　※時間はいずれも午前９時～午後５時
　市民相談（内線2532）　※土日 ・ 祝日を除く
　家庭児童相談（内線2534）　※月 ・ 火 ・ 木 ・ 金曜日
　少年相談（内線2533）　※月 ・ 火 ・ 水 ・ 木曜日
　消費生活相談（☎23-5040）　※土日 ・ 祝日を除く
●虐待 ・ ＤＶ相談（市役所　２階虐待防止センター）
　午前８時30分～午後５時　※土日 ・ 祝日を除く
　（内線2535 ・ 2538 ・ 2539 ・ 2543）　直通☎23-6614
　※児童、高齢者、障害者の各種虐待相談およびＤＶ相談
●福祉まるごと相談
　（ささえあいセンター（愛称：ほっとぉ～る）２階総合受付）
　午前９時～午後５時　※土日・祝日を除く
　※複雑で制度のはざまの問題を抱え困っている方の相談
　□申 ・□問  　福祉まるごと相談窓口　☎25-6658

　介　　護
●各地区包括支援センター　※（　　）内は担当地区
　中央（石巻 ・ 中央）　☎21-5171　　河北（河北）　☎61-1252
　稲井（稲井 ・ 住吉）　☎93-8166　　雄勝（雄勝）　☎61-3732
　蛇田（蛇田）　　　　☎92-7355　　河南（河南）　☎86-5501
　山下（山下・釜・大街道） ☎96-2010　　ものう（桃生） ☎76-5581
　渡波（渡波 ・ 荻浜）　☎25-3771　　北上（北上）　☎61-7023
　湊（湊）　　　　　　☎90-3146　　牡鹿（牡鹿）　☎44-1652
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